
2026 年度「関西大学地域連携センター〈地域で活動する若い力〉奨励賞」応募要項 
 

「関西大学地域連携センター〈地域で活動する若い力〉奨励賞」とは、関西大学 社会連携部 地域連携セ

ンターが、地域連携活動に関わるなかで学び、顕著に成長した大学生および大学院生を顕彰する事業です。 
本学は学是に「学の実化」を掲げるとおり、理論と実践を調和させた教育活動によって、主体的に考え、

行動し、社会を変革する力を持つ人材の育成を目指しています。地域と連携する活動は、学生の皆さんが地

域の暮らしのなかのさまざまな問題を学び、さまざまな人びととの出会いを通して、そうした能力を身につ

けていく良い機会です。 

地域連携センターでは、本学の学生の皆さんが地域社会に関心をもち、地域社会に寄与できる人材となっ

ていくことを奨励したいと考えております。興味のある方は、下記の項目をご一読のうえ、当事業へぜひと

もご応募ください。皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。 

 
記 

 
１．事業名称 
関西大学地域連携センター〈地域で活動する若い力〉奨励賞 
 
２．主催 
関西大学社会連携部地域連携センター 
 
３．内容 
地域連携活動を通して深く学び、顕著にその能力の進展を示した関西大学の学部生・大学院生を顕彰する

事業 
 
４．応募資格 
関西大学に在籍する大学生・大学院生 
（注 1）個人、グループを問いません 
（注 2）1 人が代表者あるいは分担者として応募できる件数は 1 件のみです 
（注 3）1 件の地域連携活動から応募できる件数は 1 件のみです 
 
５．対象となる活動 
関西大学在籍中の活動で、応募時までに活動実績があり今後も継続予定である地域連携活動 
 
（注 1）ここにいう地域連携活動とは、次の 3 つの要件を満たしているものを指します。 

①特定の地域を対象とし、その地域が直面している課題の解決やその地域がめざしている目的

の達成に寄与する活動であること 

②（団体による活動であっても）学生が企画・運営に主体的に関わっていること 

③その活動の連携協力先が明確に規定されていること（例：自治体、町内会、地域住民を構成員

として結成された団体等） 

（注 2）連携協力先および学生の営利を目的とした活動は除外します（ただし、地域活性化の一環として

今後収益をあげる事業の調査や企画等の活動は応募する資格を認めます）。 
（注 3）応募する前に必ず、一緒に活動している団体の構成員の間で承諾を得てください。 
 
◆応募対象となる活動の例：①団体による活動 

（例：ゼミ、自治体や大学等の募集による事業、主として学生を構成員として 
結成された団体、学生が企画・運営に主体的に関わっている NPO 等） 

②個人による活動 
（例：特定の地域を対象とする支援活動、特定の地域の問題や状況を社会に 

周知するための活動等） 



６．応募スケジュールおよび応募方法 
（１）エントリー期間  2026 年 5 月 11 日（月）～8 月 24 日（月）※事前エントリー必須 

別紙「エントリーシート」に必要事項を記入し、添付ファイルにて以下のアドレスまで送信してく

ださい。 
エントリーシートは（２）の書類応募期間に内容を修正することが可能です。 
（メール件名：地域連携〈若い力〉奨励賞エントリー） 

（２）書類応募期間   2026 年 9 月 1 日（火）～10 月 5 日（月） 
別紙「応募用紙」「活動の沿革」に必要事項を記入し、添付ファイルにて以下のアドレスまで送信 
してください。 
活動内容が具体的に示された参考資料があれば併せてお送りください。（※参考資料は審査に含め

ません。） 
また、エントリーシートに変更がある場合には、修正した上で応募用紙とともに再度提出してくだ

さい。 
（メール件名：地域連携〈若い力〉奨励賞応募） 

 
 送付先：関西大学地域連携センター：chiiki-mm@ml.kandai.jp  

 
７．プレゼンテーション（審査会） 
（１）日  程：2026 年 12 月 13 日（日） 
（２）場  所：関西大学梅田キャンパス 8 階ホール 
（３）発表方法：1 人（組）につき、15 分程度（10 分以内の発表+3～5 分程度の質疑応答） 
（注 1）応募多数の場合は書類選考、予選等を行うことがあります。 
（注 2）応募書類の記載事項、発表内容、受賞等については、関西大学が広報（広報冊子・ホームページ、

その他関連媒体等）にて使用、掲載する権利を許諾するものとします。 
（注 3）受理した応募書類はいかなる理由があろうとも返却いたしません。 
（注 4）自然災害等の事情により、開催方法の変更や中止となる場合があります。 
 
８．評価基準および表彰 
（１）評価基準：「応募書類（応募用紙および活動の沿革）」と「プレゼンテーション」で、活動を通して何

をどのように学び成長したか、活動の実態を他の人に十分に伝えることができたかに照

らして評定します。 
「応募書類（応募用紙および活動の沿革）」と「プレゼンテーション」の評点の割合は、

４：６とします。 
詳細は別紙「評価基準」をご参照ください。 

（２）表  彰：〈地域で活動する若い力〉奨励賞 最優秀賞（１点）・副賞 
               〈地域で活動する若い力〉奨励賞 優秀賞 （１点）・副賞 他（予定） 
 
（注 1）いずれの賞も該当者なしとする場合があります。 
（注 2）最優秀賞受賞者は、学長奨励表彰の対象として推薦することがあります。 
（注 3）最優秀賞および優秀賞の受賞者には賞状を授与し、また受賞者だけでなく審査会に参加した活動 

代表者および分担者全員に、その旨を履歴書等に記載することができるように書類を交付します。 
 
９．問合せ先 
関西大学 社会連携部 地域連携センター 
TEL：06-6368-1032 
MAIL：chiiki-mm@ml.kandai.jp 

以 上 


